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日野川流域の総合的な土砂管理に関する
連絡協議会（第２回）の開催について

、 、国土交通省日野川河川事務所では 国土形成計画(平成２０年７月)に基づき

、 、崩壊が進行する大山山系から 海岸の侵食が進行している皆生海岸まで一貫した

総合的な土砂管理等の取り組みを推進するため、流域の関係機関が一堂に集まっ

て土砂管理の情報共有や問題点を話し合うための連絡協議会を平成２３年９月に

設立しました。

今回、総合土砂管理計画（案）の提案を行うため、第２回目の協議会を開催し

ます。

記

○開催日時 平成２４年３月１６日（金） １４：００～１６：００

日野川水系及び皆生海岸総合土砂管理連絡協議会・

○開催場所 国土交通省 日野川河川事務所 別館２階会議室

（米子市古豊千６７８）

＜問い合わせ先＞

国土交通省 中国地方整備局

日野川河川事務所 ０８５９－２７－５４８４（代表）

【担当】

副 所 長 川本 洋次郎 （内線２０４）
か わ も と よ う じ ろ う

調査・品質確保課長 片寄 秀樹 （内線３５１）
か た よ せ ひ で き



協議会発足の背景
○ 日野川流域は 「鉄穴（かんな）ながし」の終焉に伴う人為的な土砂供給量、

の減少や、解体期に入った大山源頭部の崩壊進行等に伴い、上流の砂防域（山

地 ・ダム域、中流の河道域、下流の海岸域までの各領域において、土砂に係）

わる課題が顕在化しています。

○ 今までの取り組みとして、鳥取県が海岸保全のために全国に先駆け「鳥取沿

岸の総合的な土砂管理ガイドライン （平成１７年６月）を策定し、沿岸域の」

各管理者が土砂管理において原則的に守る事項を定め、国も「国土形成計画」

（平成２０年７月 「社会資本整備計画 （平成２１年３月閣議決定）におい）、 」

て 「関係機関との事業連携のための連携方針の策定など各事業間の連携を図、

りつつ、山地から海岸までの一貫した総合的な土砂管理に取り組む」重要性を

示しています。

協議会の発足（平成２３年９月９日）
○ このような情勢を踏まえて、各領域の管理者がより一層の連携を図り、日野

川水系及び皆生海岸を含む日野川流砂系における土砂の流れの改善に向けた方

向性について、治山、砂防、ダム、河川、海岸、港湾、漁港の各管理者が共通

認識を持ち、この流砂系が抱える問題点の解決に取り組んでいくための連絡協

議会を、平成２３年９月９日に設立しました。

○ 初回の協議会では、①協議会の設立趣旨、②協議会規約、③協議会の運営方

針、④今後の活動方針（ロードマップ）が確認されました。

今回の協議会の内容（平成２４年３月１６日）
○ 今回の協議会では、前回の会議で示された活動方針により、総合土砂管理計

画（案）を提案し、流域の土砂管理（国土保全と土砂供給）を行っていく上で

今後各管理者が具体的に行っていく行動を話し合うものです。






